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(57)【要約】
　複数の複合本体、および複数の複合本体の間にそれら
を互いに接合して配置された複数の間隙要素を含む熱転
写コーティング。複合本体は、第１金属を含む内側部分
、および第１金属と第２金属とを含む合金を含む外側部
分を含む。間隙要素は、外側部分の合金を含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アルミニウム、銅、銀、およびこれらの合金から成る群より選択される第１金属を含む
内側部分、並びに前記第１金属と、銅、銀、およびマグネシウムから成る群より選択され
る第２金属とを含み、かつ前記第１金属と前記第２金属が相違する合金を含む外側部分を
含む複数の金属本体；および
　前記複数の金属本体の間にそれらを互いに接合して配置された複数の間隙要素であって
、該間隙要素が前記外側部分の前記合金を含む間隙要素
を含む熱転写コーティングであって、該熱転写コーティングの有効空隙率が少なくとも１
０パーセントである、熱転写コーティング。
【請求項２】
　前記第１金属が銅を含み、そして前記第２金属が銀を含む、請求項１に記載の熱転写コ
ーティング。
【請求項３】
　前記第１金属が銅であり、そして前記間隙要素が銀と銅との合金を含む、請求項１に記
載の熱転写コーティング。
【請求項４】
　前記第１金属がアルミニウムを含み、そして前記第２金属がマグネシウムを含む、請求
項１に記載の熱転写コーティング。
【請求項５】
　前記第１金属がアルミニウムであり、そして前記間隙要素がアルミニウムとマグネシウ
ムとの合金を含む、請求項１に記載の熱転写コーティング。
【請求項６】
　前記内側部分が、更にダイアモンドを含む、請求項１に記載の熱転写コーティング。
【請求項７】
　前記ダイアモンドが、クロム、コバルト、マンガン、モリブデン、ニッケル、ケイ素、
タンタル、チタン、タングステン、バナジウム、ジルコニウム、およびこれらの合金から
成る群より選択される炭化物形成体を含む中間コーティングを含む、請求項６に記載の熱
転写コーティング。
【請求項８】
　前記複数の金属本体の単位密度が、１立方センチメートル当たり金属本体１０７～１０
９個の範囲である、請求項１に記載の熱転写コーティング。
【請求項９】
　前記金属本体が実質的に球形状である、請求項１に記載の熱転写コーティング。
【請求項１０】
　前記金属本体が、５～５０マイクロメートルの範囲の平均直径を有する、請求項９に記
載の熱転写コーティング。
【請求項１１】
　前記金属本体が、１～２の範囲のアスペクト比を有する、請求項１に記載の熱転写コー
ティング。
【請求項１２】
　前記コーティングが、２０～５００マイクロメートルの範囲の厚さを有する、請求項１
に記載の熱転写コーティング。
【請求項１３】
　熱転写コーティングの有効空隙率が少なくとも２０パーセントである、請求項１に記載
の熱転写コーティング。
【請求項１４】
　ダイアモンドと、アルミニウム、銅、銀、およびこれらの合金から成る群より選択され
る第１金属とを含む内側部分、並びに前記第１金属と、銅、銀、およびマグネシウムから
成る群より選択される第２金属とを含み、かつ前記第１金属と前記第２金属が相違する合
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金を含む外側部分を含む複数の複合本体；および
　前記複数の複合本体の間にそれらを互いに接合して配置された複数の間隙要素であって
、該間隙要素が前記外側部分の前記合金を含む間隙要素
を含む、熱転写コーティング。
【請求項１５】
　前記第１金属が銅を含み、そして前記第２金属が銀を含む、請求項１４に記載の熱転写
コーティング。
【請求項１６】
　前記第１金属が銅であり、そして前記間隙要素が銀と銅との合金を含む、請求項１４に
記載の熱転写コーティング。
【請求項１７】
　前記第１金属がアルミニウムを含み、そして前記第２金属がマグネシウムを含む、請求
項１４に記載の熱転写コーティング。
【請求項１８】
　前記第１金属がアルミニウムであり、そして前記間隙要素がアルミニウムとマグネシウ
ムとの合金を含む、請求項１４に記載の熱転写コーティング。
【請求項１９】
　前記複数の複合本体の単位密度が、１立方センチメートル当たり複合本体１０７～１０
９個の範囲である、請求項１４に記載の熱転写コーティング。
【請求項２０】
　前記ダイアモンドに付着した中間コーティングであって、クロム、コバルト、マンガン
、モリブデン、ニッケル、ケイ素、タンタル、チタン、タングステン、バナジウム、ジル
コニウム、およびこれらの合金から成る群より選択される炭化物形成体を含む中間コーテ
ィングを更に含み、前記第１金属が前記中間コーティングに付着している、請求項１４に
記載の熱転写コーティング。
【請求項２１】
　前記複合本体が立方八面体である、請求項１４に記載の熱転写コーティング。
【請求項２２】
　前記複合本体が、１～２の範囲のアスペクト比を有する、請求項１４に記載の熱転写コ
ーティング。
【請求項２３】
　前記複合本体が、５～５０マイクロメートルの範囲の平均直径を有する、請求項１４に
記載の熱転写コーティング。
【請求項２４】
　前記コーティングが、２０～５００マイクロメートルの範囲の厚さを有する、請求項１
４に記載の熱転写コーティング。
【請求項２５】
　熱転写コーティングの有効空隙率が少なくとも１０パーセントである、請求項１４に記
載の熱転写コーティング。
【請求項２６】
　請求項１に記載の熱転写コーティングを含む冷却システム。
【請求項２７】
　請求項１４に記載の熱転写コーティングを含む冷却システム。
【請求項２８】
　外表面を有する放熱基材を提供する工程；
　前記放熱基材上に、結合剤を含む組成物と複数の金属本体とを堆積する工程であって、
前記金属本体が、融点Ｔｍｐ１を有する第１金属を含む内側部分と、融点Ｔｍｐ２を有す
る第２金属を含む合金を含む外側部分とを含む工程；および
　前記組成物をＴｍｐ１およびＴｍｐ２よりも低い温度まで加熱して、前記複数の金属本
体を互いにおよびそれと前記放熱基材とを結合する、前記第１金属と前記第２金属とを含
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む合金を形成する工程であって、前記複数の金属本体と前記合金が、少なくとも１０パー
セントの有効空隙率を有する多孔質マトリックスを形成する工程
を含む、放熱基材をコーティングする方法。
【請求項２９】
　前記第１金属が、アルミニウム、銅、銀、およびこれらの合金から成る群より選択され
る、請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
　前記第２金属が、銅、銀、マグネシウム、およびこれらの合金からなる群である、請求
項２８に記載の方法。
【請求項３１】
　前記第１金属が銅を含み、そして前記第２金属が銀を含む、請求項２８に記載の方法。
【請求項３２】
　前記結合剤が、鉱油、シリコーン油、ケロセン、およびポリビニルブチラールから成る
群より選択される、請求項２８に記載の方法。
【請求項３３】
　前記金属本体が更にダイアモンドを含む、請求項２８に記載の方法。
【請求項３４】
　前記放熱基材の前記外表面が三次元表面を含む、請求項２８に記載の方法。
【請求項３５】
　外表面を有する放熱基材を提供する工程；
　請求項１に記載の熱転写コーティングを前記外表面上に適用する工程；および
　前記熱転写コーティングを冷却液に接触させる工程
を含む、放熱装置を冷却する方法。
【請求項３６】
　前記方法が単相の熱伝達を含む、請求項３５に記載の方法。
【請求項３７】
　前記方法が２相の熱伝達を含む、請求項３５に記載の方法。
【請求項３８】
　前記冷却液が熱サイホン内に収容されている、請求項３７に記載の方法。
【請求項３９】
　前記放熱基材を熱発生装置に取り付けることを更に含む、請求項３５に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、熱転写コーティングに関する。特に、本発明は、多孔質金属コーテ
ィング、並びにその製造および使用方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　放熱構成要素類用の一つの冷却システムは、蒸発または沸騰する流体類を含む。生成さ
れる蒸気はその後、外部手段を用いて凝結されて、ボイラーへ戻される。ボイラーでの流
体の熱伝達を改良するために、多孔質の沸騰表面を使用することができる。
【０００３】
　例えば、火炎またはプラズマ溶射によって製造されたコーティング類を包含する様々な
多孔質の沸騰表面を利用することができる。これらのプロセス類では、多孔性を制御して
三次元基材類を均一にコーティングすることが困難なことがある。他の既知のコーティン
グ類は、有機結合剤類を用いて結合した導電性粒子類を含む。これらのコーティング類は
、一般に、低いバルク熱伝導度を有し、そしてそのため、三次元表面類を有する基材類上
では困難な、正確な厚さ制御を必要とする。
【０００４】
　集積回路類およびその他の放熱電子デバイス類は、より強力でそしてコンパクトになる
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につれて、これら放熱構成要素類からの熱伝達速度を高める必要がある。それ故に、高い
熱伝達率を有する多孔質の沸騰表面を開発することが引き続き必要とされている。更に、
製造プロセスに容易に適用できる安価な多孔質の沸騰表面も引き続き必要とされている。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、一般に、熱転写コーティングに関する。特に、本発明は、多孔質金属コーテ
ィング、並びにその製造および使用方法に関する。前記コーティングは、冷凍システム類
および電子冷却システム類などの冷却装置類用の蒸発器類を作製するために使用できる。
コーティング類は、単相または２相の熱伝達システム類の両方で使用することができる。
幾つかの実施形態では、コーティングは、例えば、マイクロプロセッサなどの集積回路を
冷却するために用いられる熱サイホンのボイラーに適用される。
【０００６】
　一態様では、本開示内容は、複数の複合本体と、前記複数の複合本体の間にそれらを互
いに接合して配置された複数の間隙要素とを含む熱転写コーティングを提供する。複合本
体は、アルミニウム、銅、銀、およびこれらの合金から成る群より選択される第１金属を
含む内側部分、並びに前記第１金属と、銅、銀、およびマグネシウムから成る群より選択
される第２金属とを含む合金を含む外側部分を含む。間隙要素類は、外側部分の合金を含
み、そして熱転写コーティングの有効空隙率は少なくとも１０パーセントである。
【０００７】
　いくつかの実施形態では、第１金属は銅を含み、第２金属は銀を含み、そして間隙要素
は銀と銅との合金を含む。その他の実施形態では、第１金属はアルミニウムを含み、第２
金属はマグネシウムを含み、そして間隙要素はアルミニウムとマグネシウムとの合金を含
む。
【０００８】
　幾つかの態様では、複合本体は、それらの内側部分の中にダイアモンドを含む。第１金
属に加えて、ダイアモンド類も、クロム、コバルト、マンガン、モリブデン、ニッケル、
ケイ素、タンタル、チタン、タングステン、バナジウム、ジルコニウム、およびこれらの
合金から成る群より選択される炭化物形成体を含む中間コーティングでコーティングする
ことができる。
【０００９】
　別の態様では、本開示内容は、熱転写コーティング類の形成方法を提供する。この方法
は、外表面を有する放熱基材を提供すること、およびこの放熱基材上に、熱的除去が可能
な結合剤を含む組成物と複数の複合本体を付着することを包含する。複合本体は、融点Ｔ

ｍｐ１を有する第１金属を含む内側部分と、融点Ｔｍｐ２を有する第２金属を含む外側部
分とを含む。組成物をその後、Ｔｍｐ１およびＴｍｐ２よりも低い温度まで加熱して、複
数の複合本体を互いにおよびそれと前記放熱基材とを結合する、第１金属と第２金属とを
含む合金を形成する。このプロセスは、等温再凝固と呼ばれる。
【００１０】
　別の態様では、本開示内容の熱転写コーティングを用いた放熱装置の冷却方法が提供さ
れる。
【００１１】
　本開示内容との関連において：
　用語「有効空隙率」とは、マトリックス内での流量または浸透性に寄与する、本体内の
結合された孔容量または空隙スペースを指す。有効空隙率は、マトリックス中に存在し得
る孤立した孔を除外する。
【００１２】
　用語「単位密度」とは、特定の体積当たりの指定単位の量を指す。例えば、本開示内容
に記載するような多孔質マトリックスが、１００個の複合本体を含み、それらが１立方セ
ンチメートルの体積を占める場合、複合本体の単位密度は、１立方センチメートル当たり



(6) JP 2009-515054 A 2009.4.9

10

20

30

40

50

複合本体１００個である。
【００１３】
　用語「アスペクト比」とは、三次元の本体の最も長い寸法（すなわち、全長）と、全長
寸法と直交する最も長い寸法（すなわち、「全幅」）との比を指す。
【００１４】
　用語「実質的に球形状」とは、アスペクト比が１～１．５であり、そして概して球形状
の三次元の本体を指す。
【００１５】
　用語「三次元表面」とは、高さの差が少なくとも０．１ミリメートルである起立部分と
溝部分とを有する表面を指す。溝部分から起立部分への変わり目は、なだらかであるかま
たは急激であることができる。図１中のボイラー１０は、例えば、溝部分とフィン２０に
よって形成される起立部分との間に比較的急激な変わり目を有する三次元表面を包含する
。
【００１６】
　本開示内容の前記概要は、本開示内容の熱転写コーティングの全ての実施についての開
示した実施形態をそれぞれ説明するものではない。以下の図及び発明を実施するための最
良の形態により、実例的な実施形態をより具体的に例示する。端点による数値範囲の列挙
には、その範囲内に包括される全ての数が包含される（例えば、１～５には、１、１．５
、２、２．７５、３、４、４．８０、及び５が包含される）。
【００１７】
　以下で参照する図面は、理想化したものであって、基準化すべきではなく、また本開示
内容の熱転写コーティングを単に例示するものであり、非限定的である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　図１は、本開示内容の熱転写コーティング３０を有するボイラー１０の斜視図である。
図１に示すように、熱転写コーティングは、三次元表面を有するボイラー１０に適用する
ことができる。三次元表面は、フィン２０などの突起物類の配列またはボイラーの表面積
を増やす他の構造物類の配列を包含することができる。
【００１９】
　図２Ａ～２Ｃは、本開示内容の熱転写コーティングが形成される順序を例示している。
これらの図は、２つの代表的な前駆体複合本体が結合されることを表す簡素化表現である
。本開示内容の熱転写コーティング類は、典型的に、三次元多孔質マトリックス内で互い
に結合する多数の前駆体複合本体から形成される。
【００２０】
　図２Ａは、本開示内容の熱転写コーティング類を製造するために用いられる２つの代表
的な前駆体複合本体の側面図である。図２Ａに示すように、前駆体複合本体２００、２０
０’は、ほぼ同じ寸法であることが可能である。他の実施形態では、前駆体複合本体の大
きさは様々であることも可能である。前駆体複合本体は、図２Ａに示すように、実質的に
球形状であることが可能である。
【００２１】
　本開示内容に従ってコーティング類を作製するのに有用な前駆体複合本体は、典型的に
、少なくとも１マイクロメートルの平均直径を有する。幾つかの実施形態では、前駆体複
合本体の平均直径は少なくとも５マイクロメートルである。なお更なる実施形態では、前
駆体複合本体の平均直径は少なくとも１０マイクロメートルである。
【００２２】
　本開示内容に従ってコーティング類を作製するのに有用な前駆体複合本体は、典型的に
、１，０００マイクロメートル以下の平均直径を有する。幾つかの実施形態では、前駆体
複合本体の平均直径は５００マイクロメートル以下である。なお更なる実施形態では、前
駆体複合本体の平均直径は５０マイクロメートル以下である。
【００２３】
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　幾つかの実施形態は、アスペクト比が１～２の範囲の前駆体複合本体を用いる。他の実
施形態では、前駆体複合本体は、長円形であり、そしてアスペクト比が１．５超である。
なお更なる実施形態では、前駆体複合本体は、多面体類（例えば、立方八面体（cubo-oct
ohedral））または、例えば、フレーク状、チップ状、繊維状、板状、円柱状、および針
状の本体を包含する、その他の無作為に成形された本体であることが可能である。前駆体
複合本体が非球形状である場合、前記本体の「直径」とは、各本体における最小軸の寸法
を指し、また「平均直径」とは、個々の本体の直径（すなわち、各本体における最小軸の
寸法）の平均を指す。
【００２４】
　図２Ｂは、図２Ａに示す２つの代表的な前駆体複合本体２００、２００’の断面図であ
る。図２Ｂに示すように、各前駆体複合本体は、内側部分２５０、２５０’と、外側部分
２４０、２４０’とを含む。幾つかの実施形態では、内側部分２５０、２５０’は、アル
ミニウム、銅、銀、およびこれらの合金から成る群より選択される金属を含む。幾つかの
実施形態では、外側部分２４０、２４０’は、銅、銀、マグネシウム、およびこれらの合
金から成る群より選択される金属を含む。なお更なる実施形態では、内側部分は、融点が
Ｔｍｐ１である金属を有し、外側部分は、融点がＴｍｐ２である金属を有し、そしてＴｍ

ｐ１またはＴｍｐ２よりも低い温度まで加熱すると、内側部分および外側部分の金属を含
む合金が形成される。幾つかの実施形態では、前駆体複合本体の内側部分および外側部分
中の金属は、それらの熱伝導度および／または特徴を形成するそれらの合金に基づいて選
択される。
【００２５】
　幾つかの実施形態では、外側部分は、この外側部分が均一な厚さを有するように、内側
部分に均一に適用される。他の実施形態では、外側のコーティングの厚さは様々であるこ
とが可能である。幾つかの好ましい実施形態では、外側部分は、内側部分の外表面の大部
分を覆う。幾つかの実施形態では、外側部分は、内側部分の外表面の９０パーセント超を
覆う。なお更なる実施形態では、外側部分は、内側部分の外表面を完全に覆う。
【００２６】
　外側部分を形成するために用いられる材料の量は、相対的な重量または厚さに換算して
表すことができる。例えば、幾つかの実施形態では、外側部分は、複合本体前駆体の約１
重量パーセントを構成する。外側部分は、典型的に、複合本体前駆体の約０．０５～３０
重量パーセントを構成する。別の実施形態では、外側部分の平均厚さは、０．００１～０
．５マイクロメートルの範囲である。幾つかの実施形態では、外側部分の平均厚さは、０
．０１～０．０５マイクロメートルの範囲である。
【００２７】
　銅製の内側部分と銀製の外側部分とを有する代表的な有用な前駆体複合本体は、「銀被
覆銅粉末（SILVER COATED COPPER POWDER）＃１０７」としてフェロー・コープ（Ferro C
orp.）（ニュージャージー州プレインフィールド（Plainfield））から入手可能である。
その他の有用な前駆体複合本体としては、例えば、マグネシウムでコーティングしたアル
ミニウム粒子類が挙げられる。前駆体複合本体は、例えば、物理気相成膜法（例えば、米
国特許出願公開２００５／００９５１８９Ａ１（ブレイら(Brey et al.)を参照のこと）
、プラズマ蒸着、電気めっき、電解めっき、または浸漬めっきを包含する、当業者に既知
のいかなる方法を用いても形成することができる。
【００２８】
　図２Ｃは、構造体２６０を形成するために互いに結合される、図２Ａおよび２Ｂに示す
２つの代表的な前駆体複合本体２００、２００’の側面図である。図２Ｃに示すように、
間隙要素２７０を形成して、２つの本体を本開示内容の方法を用いて互いに接着する。間
隙要素２７０は、前駆体複合本体の内側部分および外側部分の金属類が、当該本体を互い
に結合する合金を形成するように、前駆体複合本体を高温にさらすことによって形成され
る。このプロセスは、等温再凝固として知られている。幾つかの実施形態では、合金を形
成する個々の金属類よりも低い融点を有する共晶混合物が形成される。共晶混合物の形成
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は、等温再凝固プロセス中の拡散が、様々な金属類の接合面の組成に連続的な変化を生じ
させることがあるので、一過性であってよい。幾つかの実施形態では、等温再凝固プロセ
スは、例えば、ロードアイランド州クランストン（Cranston）のヘイズ（Hayes）から入
手可能なＶＣＴモデル真空炉のような、還元炉または真空炉の中で生じる。
【００２９】
　図４は、内側部分の中に被覆ダイアモンドを含む、代表的な前駆体複合本体の断面図で
ある。図４に示すように、前駆体複合本体の内側部分は、ダイアモンド４５２と、中間コ
ーティング４５４と、第１金属４５０とを含む。外側部分４４０は、第２金属を含む。ダ
イアモンドをコーティングする中間コーティングは、あらゆる既知の炭化物形成体を含む
ことができ、これには、例えば、クロム、コバルト、マンガン、モリブデン、ニッケル、
ケイ素、タンタル、チタン、タングステン、バナジウム、ジルコニウム、およびこれらの
合金が挙げられる。中間コーティングは、当該技術分野において既知のいかなる技術を用
いてもダイアモンドに適用することができ、その技術には、例えば、物理気相成膜法、化
学気相成膜法、溶融塩析出（例えば、欧州特許第０７８６５０６Ａ１号（カラス（Karas
）ら）を参照のこと）、溶融塩中での電解、および衝撃めっきが挙げられる。幾つかの実
施形態では、ダイアモンドをコーティングする中間コーティングは、複数の層を含む。
【００３０】
　理論に束縛されるものではないが、カプセル封入されたダイアモンドの熱伝導度は、熱
転写コーティングの性能を向上すると考えられる。幾つかの実施形態では、ダイアモンド
類（被覆または非被覆のもの）は、（内部ダイアモンドを有するまたは有しない）複数の
前駆体複合本体と組み合わせて、複合本体とダイアモンドとの混合物であって、間隙要素
で閉じられたものを有する熱転写コーティングを形成することができる。その他の材料類
は、更に、複合本体でカプセル封入されるかまたはそれらと組み合わせることもでき、例
えば、多結晶ダイアモンド類、合成ダイアモンド、多結晶ダイアモンド圧縮物類（ＰＤＣ
）、同位体的に純粋なダイアモンド、およびこれらの組み合わせが挙げられる。
【００３１】
　前述の通り、図２Ａ～２Ｃは、２つの代表的な前駆体複合本体が結合されることを表す
簡素化表現である。本開示内容の熱転写コーティングは、典型的に、三次元多孔質マトリ
ックス内で合わせて結合する多数の前駆体複合本体から形成される。金属前駆体複合本体
はそれぞれ、１個、２個、３個、４個、５個、またはそれ以上の金属前駆体複合本体と結
合して、三次元多孔質マトリックスを形成することができる。
【００３２】
　図３は、本開示内容の代表的な熱転写コーティングの一部の代表的な斜視図である（基
材は図示せず）。図３に示すように、熱転写コーティング３６０は、間隙要素３７０を用
いて互いに接合された複数の複合本体３００を含んで、三次元多孔質マトリックスを形成
する。間隙要素３７０はまた、複合本体３００を基材と結合することもできる。
【００３３】
　幾つかの実施形態では、本開示内容の熱転写コーティングは、１立方センチメートル当
たり複合本体約１０６～１０１１個の範囲の複合本体密度を有する。幾つかの実施形態で
は、本開示内容の熱転写コーティングは、１立方センチメートル当たり複合本体約１０７

～１０９個の範囲の複合本体密度を有する。
【００３４】
　本開示内容の熱転写コーティングの空隙率は、典型的には１０～６０パーセントの範囲
である。幾つかの実施形態では、熱転写コーティングの空隙率は、少なくとも２０パーセ
ントである。なお更なる実施形態では、熱転写コーティングの空隙率は、少なくとも３０
パーセントである。
【００３５】
　間隙要素３７０を形成するために用いられる合金は、更に、熱転写コーティング３６０
の基材への接着を促進することも可能である。幾つかの実施形態では、基材は、間隙要素
を形成する合金を形成するために用いられる少なくとも１つの金属を含む金属表面を有す
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る。幾つかの実施形態では、例えば、基材は、銅を含み、前駆体複合本体の内側部分は銅
を含み、前駆体複合本体の外側部分は銀を含み、そして形成される間隙要素は、銅と銀と
の合金を含み、この場合、複合本体の幾つかを基材に結合する間隙要素の少なくとも一部
は、基材に由来する銅を含む。
【００３６】
　前駆体複合本体は、本体を配置するためのあらゆる既知の技術、例えば、引力、金型類
、および結合剤類（例えば、熱的除去が可能な結合剤類）を用いて基材上に配置されて、
三次元多孔質マトリックス類を製造することができる。幾つかの実施形態では、前駆体複
合本体の薄層は、実質的に平坦な表面上に配置され、そして加熱されて熱転写コーティン
グを形成する。別の実施形態では、外壁（すなわち、金型）を用いて、等温再凝固工程の
前およびその工程中、前駆体複合本体を保持することができる。なお更なる実施形態では
、結合剤を用いて、等温再凝固工程の前およびその工程中に前駆体複合本体を配置する。
【００３７】
　結合剤は、等温再凝固工程の前およびその工程中に前駆体複合本体を互いに十分に接着
する、あらゆる既知の結合剤であり得る。有用な結合剤類としては、鉱油、シリコーン油
、ケロセン、およびポリビニルブチラールが挙げられる。幾つかの好ましい実施形態では
、結合剤は、再凝固工程中に放散し、そして結果として得られる熱転写コーティングから
実質的に除去される。結合剤は、ペースト様の稠度を有するスラリーを形成するように選
択されてよい。幾つかの実施形態では、結合剤は、前駆体複合本体を、例えば、垂直面を
包含する三次元表面の様々な平面上に配置できるように選択される。
【００３８】
　幾つかの実施形態では、ダウ・コーニング社（Dow-Corning Corp.）（ミシガン州ミッ
ドランド（Midland））から「ダウ・コーニング７０４拡散ポンプ流体（DOW CORNING 704
 DIFFUSION PUMP FLUID）」として入手可能な油と、３Ｍ社（3M Co.）（ミネソタ州セン
ト・ポール（St. Paul））から「ノヴェック加工流体（NOVEC ENGINEERED FLUID）ＨＦＥ
－７２ＤＥ」として入手可能な流体との混合物が結合剤として利用される。この混合物は
、例えば、画家のエアブラシを用いて表面に噴霧することができる。混合物の適用後に、
この濡れた表面に前駆体複合本体を導入することができる。このプロセスは、所望の厚さ
が得られるまで繰り返すことができる。
【００３９】
　本開示内容の熱転写コーティング類は、典型的に、２０～１，０００マイクロメートル
の範囲の平均厚さを有する。幾つかの実施形態では、熱転写コーティングの平均厚さは、
５０～５００マイクロメートルの範囲である。
【００４０】
　本開示内容の熱転写コーティングは、例えば、熱サイホンなどの冷却システム類で利用
することができる。熱転写コーティングは、熱発生装置、または熱発生装置と熱連絡され
た放熱装置に直接適用することができる。
【００４１】
　本開示内容の熱転写コーティングは、典型的に、１平方センチメートル当たり少なくと
も１０ワットの熱流束において、摂氏１度当たり１平方センチメートル当たり少なくとも
３ワットの熱伝達率を有する。幾つかの実施形態では、本開示内容の熱転写コーティング
は、１平方センチメートル当たり少なくとも１０ワットの熱流束において、摂氏１度当た
り１平方センチメートル当たり少なくとも６ワットの熱伝達率を有する。
【００４２】
　本開示内容の熱転写コーティングの利点およびその他の実施形態を、以降の実施例で更
に例示するが、これら実施例において引用される特定の材料およびそれらの量、並びにそ
の他の条件および詳細は、本開示内容の熱転写コーティングを過度に制限しようとすべき
ではない。例えば、前駆体複合本体を形成するために用いられる金属類は様々であること
ができる。部および百分率はすべて、指示がない限り、重量基準である。
【００４３】
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【表１】

【００４４】
　コーティング類を調製して、以下に説明する方法を用いて沸騰試験を行った。
【００４５】
　試験方法
　プール沸騰１
　試験ディスク類は、平坦な５４ミリメートル直径の、厚さ２ミリメートルの型押しした
銅ディスク類から製造した。これらディスクの一表面の中心の２８ミリメートル直径領域
を、以下のようにして大まかにコーティングした。コーティングしようとする銅表面は、
最初に、硫酸溶液で洗浄して、残留酸化物を除去し、次に水で、続いてアセトンで洗い流
した後、乾燥させた。必要に応じて、一部をステンシルを用いてマスキングして、コーテ
ィングを特定領域に制限した。
【００４６】
　画家のエアブラシを用いて、試験ディスク表面にダウ７０４（Dow 704）拡散ポンプ油
の３Ｍノヴェック加工流体（3M Novec Engineered Fluid）ＨＦＥ－７２ｄｅ中５０パー
セント混合液を噴霧した。この混合液を、表面が均一に濡れるまで適用した。その後、表
面に、油が飽和するまで粒子類または粒子混合物を散布し、そして過剰の粒子類は簡単に
振り払った。このコーティング工程は、所望の厚さを得るために必要に応じて繰り返した
。各工程は、被覆厚さに概略で８０マイクロメートル追加した。
【００４７】
　被覆銅ディスク類を真空炉に入れた。圧力を０．００１水銀柱ミリメートル未満まで下
げると同時に、炉温度を、毎分約摂氏１４度で摂氏３００度まで上昇させて、摂氏３００
度で１５分間保持して油を取り除いた。炉を、その後、毎分約摂氏１４度で摂氏８５０度
まで加熱し、次いで、ほぼ室温まで冷却させてから、真空を破って部品を取り出した。
【００４８】
　装置を組み立てて、多数の試験ディスクの迅速な試験を可能にした。装置は、３１．８
ミリメートル×３１．８ミリメートルおよび高さ３．０ミリメートルの正方形の銅基盤と
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、前記正方形基盤の一表面から３．０ミリメートル突き出した直径２８．５ミリメートル
の円形の起立領域とを有する銅製のペデスタルヒータを含んでいた。円形突起物の平坦な
表面を平らにラッピング加工して研磨した。２５．４ミリメートル×２５．４ミリメート
ルのカプトン・ヒータ（Kapton Heater）（マインコ（Minco）ＨＫ５３１８　Ｒ７．６　
Ｌ２４　Ｅ）を、正方形基盤の露出表面に、熱伝導性エポキシ（ミネソタ州セント・ポー
ル（St. Paul）の３Ｍ社（3M Company）から入手可能な３Ｍスコッチ－ウェルド（3M Sco
tch-Weld）ＤＰ　４６０－ＥＧ　Ａｌ１）を用いて接着した。
【００４９】
　ヒータは、シリコーンゴム化合物中でキャスト成形して、直径５５ミリメートルおよび
高さ１３ミリメートルのディスクを形成した。シリコーンの上面は、ヒータのラッピング
加工した表面とぴったりと重なった。シリコーンの上部の、銅製ヒータの外径から２ミリ
メートルの所に配置された小さな熱電対を用いて、試験ディスクまたは壁の温度Ｔｗを測
定した。
【００５０】
　試験表面を実装するために、少量の銀グリースを最初にヒータ表面に適用した。次に、
試験ディスクを、ディスクが熱電対に押し付けられるように、シリコーンの上部とグリー
ス塗布したヒータ表面の上部に配置した。ＰＴＦＥガスケットを有する内径２８ミリメー
トルのガラス管を、試験ディスクの上部にその周囲をシールして固定した。３Ｍノヴェッ
ク加工流体（3M Novec Engineered Fluid）ＨＦＥ－７０００（ミネソタ州セント・ポー
ル（St. Paul）の３Ｍ社（3M Company）から入手可能）約２０ミリリットルを、次に、前
記管の開口上部から加えた。水冷コンデンサのコイルを前記管の上部から挿入した。銅コ
イルの底部と流体のメニスカスの上面との間の領域にある熱電対を用いて、流体の飽和温
度（Ｔｓａｔ）を測定した。
【００５１】
　自動データ獲得システムによってヒータにＤＣ電圧（Ｖ）を供給した。この電圧は、４
ＶＤＣから開始して、電圧が予め設定した限界を超えるまで、３分毎に２ＶＤＣ増分で進
めた。各データ点を記録してから、１００個の温度測定値の平均をとることによって次に
進めた。ヒータへの熱流束（Ｑ”）は、平均圧力を二乗し、その最高温度でのヒータ抵抗
（Ｒ）で割り、試験ディスクの被覆表面の面積で割ったものとして記録した：
【００５２】
【数１】

【００５３】
　熱伝達率（Ｈ）を次に、以下の式のようにして算出した：
【００５４】
【数２】

【００５５】
　プール沸騰２
　試験ディスク類は、直径５．８ｃｍ、厚さ０．３１７ｃｍの加工された銅製ディスクか
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ら製造した。これらディスク類の一表面には、約２ミリメートルの深さまで加工されてデ
ィスクの中心線で終結する１ミリメートルの熱電対の溝が含有されていた。反対側の表面
の中心の２．５４センチメートル直径がコーティング表面であった。試験ディスク類は、
前記のようにコーティングおよび融着させた。
【００５６】
　この試験法は、ディスク内部の前記熱電対の溝に埋め込んだ熱電対を用いて試験ディス
ク温度（Ｔｗ）を測定したこと以外は、プール沸騰１に記載したものと同じであった。更
に、ヒータを構成して、直径２．５４ｃｍの円形領域に均一な熱流束を供給した。試験デ
ィスク類は、前述のように、ヒータと試験ディスクの間の接合面に銀グリースを用いて固
定した。更に、これら試験は、予め設定した電圧で終了せず、むしろその代わりにディス
ク温度と飽和温度との差が摂氏２０度を越えるまで続けることができた。これは、表面が
乾燥して、それ以上沸騰し続けることができなかったことを示す（臨界熱流束、ＣＨＦ）
。
【００５７】
　２相強制対流
　本開示内容の熱転写物品はまた、従来の強制対流技術と共に用いて、より高い熱流束を
放散する物品を作製することもできる。実証するために、１ミリメートル×１０ミリメー
トルの平坦な表面に１００ワットまで供給することが可能な銅製ヒータを組み立てた。こ
れは、半導体レーザアレイによって放散される出力をシミュレートしている。加熱表面か
ら１ミリメートルの位置の熱電対によって、ヒータ表面温度の計算が可能となった。熱交
換器をこの熱源にはんだ付けした。熱交換器は、厚さ０．２５ｍｍ（０．０１０インチ）
の銅製シートから成る、はんだ付けした表面を含んでいた。１ミリメートル×１０ミリメ
ートル×厚さ０．７６ミリメートルの多孔質マトリックスを、この銅シートの、はんだ付
けした表面または加熱表面とは正反対の側に融着させた。マニホールド板をこの熱転写物
品の上部と銅製シートの縁部とに結合して、３Ｍノヴェック加工流体（3M Novec Enginee
red Fluid）ＨＦＥ－７０００をその中に通して、多孔質マトリックスのみを通って１０
ミリメートル×０．７６ミリメートルの一表面から他方へ押し出した。加えた圧力差は、
流体のカラムの高さを入口マニホールドポートで測定することによって評価した。
【実施例】
【００５８】
　実施例１～９は、前記と同様にして調製および試験した。使用したコーティング材料、
コーティングプロセス、および試験方法を第１表に略述する。実施例１～８における熱伝
達率対熱流束は、作業流体として３Ｍノヴェック（3M Novec）ＨＦＥ－７０００を用いて
測定した。結果を図５～７に示す。
【００５９】
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【表２】

【００６０】
　前記熱転写コーティング類は典型的に、ＣＨＦに達する前に１平方センチメートル当た
り３０～４５ワットを放散することができるが、実施例９の熱交換器は、入口に適用され
た液頭３０センチメートルによって１平方センチメートル当たり８９ワットを放散するこ
とができた。
【００６１】
　上記説明及び実施例において記載した本開示内容の熱転写コーティング類の数々の特徴
及び利点においてさえも、熱転写コーティング類の構造及び機能の詳細と共に、この開示
内容がほんの例示であると理解されるべきである。詳細、特に添付の請求項で表現されて
いる用語の意味によって存分に示された本開示内容の原則内の複合本体の形と大きさおよ
び使用方法、並びにそれらの構造体類および方法類の等価物類については、変更が可能で
ある。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】本開示内容の熱転写コーティングを有するボイラーの斜視図である。
【図２Ａ】本開示内容の熱転写コーティング類を作製するために用いた２つの代表的な前
駆体複合本体の側面図である。
【図２Ｂ】図２Ａに示す２つの代表的な前駆体複合本体の断面図である。
【図２Ｃ】間隙要素を形成して、本開示内容の方法を用いて２つの本体を互いに接着した
後の、図２Ａに示す２つの代表的な前駆体複合本体の側面図である。
【図３】本開示内容の代表的な熱転写コーティングの一部の代表的な斜視図である。
【図４】被覆ダイアモンドを含む代表的な前駆体複合本体の断面図である。
【図５】代表的な実施形態の実験結果を示すグラフである。
【図６】代表的な実施形態の実験結果を示すグラフである。
【図７】代表的な実施形態の実験結果を示すグラフである。
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【図４】



(15) JP 2009-515054 A 2009.4.9

【図５】 【図６】

【図７】



(16) JP 2009-515054 A 2009.4.9

10

20

30

40

【国際調査報告】



(17) JP 2009-515054 A 2009.4.9

10

20

30

40



(18) JP 2009-515054 A 2009.4.9

10

20

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,NL,PL,PT,RO,SE,SI,SK,TR),OA(BF,
BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CN,CO,
CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,L
A,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LV,LY,MA,MD,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT,RO,RS,RU,SC,SD,SE
,SG,SK,SL,SM,SV,SY,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,ZA,ZM,ZW

(74)代理人  100102990
            弁理士　小林　良博
(74)代理人  100093665
            弁理士　蛯谷　厚志
(72)発明者  トゥマ，フィリップ　イー．
            アメリカ合衆国，ミネソタ　５５１３３－３４２７，セント　ポール，ポスト　オフィス　ボック
            ス　３３４２７，スリーエム　センター
(72)発明者  パルムグレン，ゲイリー　エム．
            アメリカ合衆国，ミネソタ　５５１３３－３４２７，セント　ポール，ポスト　オフィス　ボック
            ス　３３４２７，スリーエム　センター
Ｆターム(参考) 4K044 AA06  AB01  AB04  BA06  BA08  BA10  BB01  BB03  BC12  BC14 
　　　　 　　        CA11  CA13  CA15  CA18  CA21 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

